
甲賀市青年リーダー設置要領 

 

（設置） 

第１条 甲賀市青少年自然活動支援センター（以下「センター」という。）の事業等を円滑

に進めるため、センター職員のもとに運営に協力する青年リーダーを設置する。 

 

（目的） 

第２条 甲賀市の豊かな自然の中で体験活動を通して、自然に対する幅広い知識を体得し、

人と自然との関わりを学ぶ中で、青少年の健全育成をめざすとともに、青年リーダー自

身も指導者として成長することを目的とする。 

 

（活動の範囲） 

第３条 青年リーダーの活動は、次に掲げる事業等の範囲とする。 

（１） センター主催事業 

（２） 青少年健全育成に係る事業 

（３） その他センター所長の要請する事項 

 

（事務局） 

第４条 青年リーダーの事務局を甲賀市教育委員会事務局社会教育スポーツ課内センター

に置く。 

 

（青年リーダーの対象） 

第５条 青年リーダーは、高校生以上で概ね３０歳までの心身共に健康な者とする。また青

年リーダーが未成年の場合は、保護者の同意を必要とする。 

 

（青年リーダーの研修） 

第６条 青年リーダーとして活動する者は、原則、青年リーダー研修実施要項に定めるリー

ダー研修を受講するものとする。 

 

（青年リーダーの登録） 

第７条 青年リーダーとして活動する者は、甲賀市青年リーダー登録書（様式第１号）をセ

ンター所長に提出し、承認を得るものとする。 

２ 青年リーダーの登録期間は１年度とする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに申し出

がない場合は、本登録はさらに１年度継続するものとし、以降も同様とする。 

３ センター所長は、登録名簿を整備する。 

 

（守秘義務） 

第８条 センター所長は甲賀市青年リーダー登録書により知り得た情報を他に漏らしては

ならない。 

 



（実費負担） 

第９条 青年リーダーが活動（研修会の出席を含む。）のために要する交通費、宿泊代等の

実費については、センターが負担する。ただし、交通費は片道２，０００円を上限とす

る。 

 

（保険） 

第１０条 センターは、青年リーダーが安全かつ安心して活動できるように、スポーツ安全

保険に加入することとする。 

 

（報償） 

第１１条 青年リーダーの活動報償費は、第２条に規定する活動に対し、次に掲げる金額を

支給する。 

（１） 午前８時から午後１時までの間の活動に対し、２，０００円を支給する。 

（２） 午後１時から午後６時までの間の活動に対し、２，０００円を支給する。 

（３） 午後６時から翌朝午前８時までの間の活動に対し、３，０００円を支給する。 

 

（その他） 

第１２条 この要領に定めのない事項については、その都度センター所長が決定する。 

 

付 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年１月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和 ６年４月１日から施行する。 


